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公益財団法人佐賀市スポーツ協会補助金交付規則 

 

（目  的） 

第１条 この規則は法令その他別に定めるもののほか、補助金等の交付に関す

る基本的な事項を定めることにより、補助金等に係わる予算の執行の適性化

を図ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助金等     公益財団法人佐賀市スポーツ協会（以下「協会」とい

う。）が交付する補助金、助成金であって会長が別に定

めるものをいう。 

 （２）補助事業等   補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。 

 （３）補助事業者等  補助事業等を行う者をいう。 

（交付の申請） 

第３条 補助金等の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補

助金等交付申請書（様式第１号）に掲げる書類を添えて会長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他会長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第４条 会長は前条の申請があったときは、当該申請に係わる書類の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定す

るものとする。 

（交付の条件） 

第５条 会長は補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目

的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付するこ

とができる。 

（決定の通知） 

第６条 会長は補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付

した条件を補助金等交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知する

ものとする。 

２ 会長は補助金等を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してそ

の旨を申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係わる補助金等の交

付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げを
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することができる。 

２ 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係わる補助金

等の交付の決定はなかったものとみなす。 

（補助事業等の変更） 

第８条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等

変更申請書（様式第３号）に第３条各号に掲げる書類を添えて会長に提出し、

その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限り

ではない。 

（１）補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。 

（２）補助事業等の内容を変更しようとするとき。 

（３）補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 補助事業者は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業

等の遂行が困難となったときは、遅滞なく会長に報告してその指示を受けな

ければならない。 

３ 会長は第１項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったとき

は、補助金等交付変更通知書（様式第４号）により交付決定の内容を変更す

ることができる。 

（補助事業等の遂行） 

第９条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件そ

の他会長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなけ

ればならない。 

（遂行状況の調査等） 

第１０条 会長は補助事業者等に対し、必要に応じ補助事業等の遂行状況の調

査をし、又は報告を求めることができる。 

（関係書類の整備） 

第１１条 補助事業者等は補助事業等に係わる経費の収支を明らかにした書類

等を、常に整備しておかなければならない。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承

認を受けたときを含む。）は３０日以内に補助事業等実績報告書（様式第５号）

に次に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。 

（１）事業実施報告書 

（２）収支決算書 

（３）その他会長が必要と認める書類 

（補助金等の額の決定） 

第１３条 会長は前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告

書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果

が補助金等の交付決定の内容、及びこれに付した条件に適合すると認めたと
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きは、交付すべき補助金等の額を決定し、補助金等確定通知書（様式第６号）

により当該補助事業者等に通知するものとする。 

（補助金等の交付） 

第１４条 補助金等は前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交

付するものとする。ただし、会長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、

補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。 

２ 補助事業者等は前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、

補助金等交付請求書（様式第７号）を会長に提出しなければならない。 

（交付の取消し） 

第１５条 会長は補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。 

（２）補助金等を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）法令又はこの規則に基づく会長の指示に違反したとき。 

２ 会長は前項の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すと

きは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。 

（補助金等の返還） 

第１６条 前条の場合において、会長は当該取消しの部分に関し既に補助金等

を交付しているときは、補助金等返還命令書（様式第８号）により期限を定

めてその返還を命ずるものとする。補助金等の額の確定後、既にその額を超

える補助金等を交付しているときも同様とする。 

（補  則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

附  則 

この規則は、公益財団法人佐賀市体育協会の設立の登記の日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この改正規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 


